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第１章  総    則 

（目的） 

この規程は、一般社団法人千葉県社会福祉士会（以下「本会」という）のフルタイム正職員お

よび短時間正職員の賃金に関する事項を定めたものである。 

（賃金の原則） 

本規程で賃金とは、正職員の労働の代償として支払われるものすべてのものをいう。したがっ

て正職員が労働（勤務）しないときは原則として賃金を支払わない。 

２ 賃金は、正職員の職務の質ならびに経験、勤務成績および勤務条件により決定する。 

（適用範囲） 

本規程の適用を受ける正職員は、就業規則第２条に定めるフルタイム正職員および短時間正職

員とする。ただし、労働基準法第４１条に規定する監督もしくは管理の地位にある者、あるいは

機密の事務を取り扱う者に対しては、時間外勤務手当および休日勤務手当は適用しない。 

２ 契約職員、パートタイマー、嘱託等就業形態が特殊な勤務に従事する者については、本規程を

適用しない。 

３ 令和 7 年 3月３１日付の給与適用に関する覚書を締結したものについては、旧俸給表を適用す

る。 

（賃金の体系） 

正職員の月例賃金は、基本給と手当とし、その細目は次のとおりとする。 

  所定内外の区分 割増賃金の算定基礎 賃金減額の算定基礎 

基本給 所定内賃金 ◎ ◎ 
     

手当 
扶養手当 － × ◎ 

通勤手当 － × ◎※ 
     

割増賃金 

時間外勤務手当 所定外賃金 × × 

休日勤務手当 所定外賃金 × × 

深夜勤務手当 所定外賃金 × × 

（◎＝算定基礎 ×は算定基礎としない） 

※通勤手当については欠勤時のみ減額対象とし、遅刻早退時は減額対象外とする。 

※所定内賃金…就業規則第３２条に定める所定勤務時間の勤務に対する賃金 

※所定外賃金…上記の勤務時間以外の勤務に対する割増賃金 

（賃金の支払および控除） 

賃金は、これを全額通貨で直接正職員に支給する。 ただし、次の各号に掲げるものは賃金から
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控除する。 

(1) 社会保険料等、法令で定められた保険料 

(2) 本会の支給する賃金にかかる所得税および地方税 

(3) 賃金から控除することについて、職員の過半数を代表する者との間で書面によって協定

されたもの 

２ 前項の規定にかかわらず、本人の同意を得た場合は、銀行その他の金融機関の本人名義の口座

へ振り込むことができる。ただし、本会の貸与物の返却等、本会が必要と認めた場合は、退職月

に限り直接通貨で支給する場合がある。 

（賃金の計算期間および支給日） 

賃金は、毎月１日から毎月末日までを一賃金計算期間とし、翌月 15 日に支給する。ただし、支

給の日が金融機関の休日にあたる場合は、金融機関の営業日に繰り上げて支給する。 

（日割計算法） 

正職員が、賃金計算期間の途中において、採用、退職、休職、復職または解雇された場合、特

に定めるもののほか、日割りにより支給する。月額を日割計算する場合は、次のとおりとする。

また、通勤手当については、第２０条の計算による。 

基本給+扶養手当

月平均所定労働日数
×（出勤日数＋有給休暇日数） 

（時間外勤務手当等の計算方法） 

時間外勤務手当等の１時間当たりの算定基礎額は、以下の計算方法により計算する。 

割増賃金の算定基礎額（第４条の賃金の体系の◎印）

月平均所定労働時間
＝１時間当たりの算定基礎額 

（不就労控除） 

欠勤（遅刻、早退、私用外出を含む）をした場合は、その欠勤につき、第４条の減額の算定基

礎の賃金から日割または時間割計算により算出した額を減額して賃金を支給する。 

(1) 欠勤の場合（月額で支給している場合の減額方法） 

賃金減額の算定基礎額（第４条の賃金の体系の◎印）

月平均所定労働日数
×欠勤日数 

(2) 遅刻・早退・私用外出の場合 

算定基礎額（第４条の賃金の体系の◎印）

月平均所定労働時間
×遅刻・早退・私用外出時間数 

 

２ 賃金計算期間中に勤務時間が全くない場合は、前項の計算によらず、賃金を支給しない。 
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（休職者の賃金） 

正職員が休職を命ぜられた場合は、賃金を支給しない。その計算方法は第７条による。 

２ 休職期間中の社会保険料の負担額（本人分）については、原則としてその月内に本会に対し納

入するものとする。 

（休業手当） 

本会側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業１日につき労働基準法第

１２条に規定する平均賃金の６割を支給する。この場合において、１日のうちの一部を休業させ

た場合にあっては、その日の賃金については労働基準法第２６条に定めるところにより、平均賃

金の６割に相当する手当を支給する。 

第２章  賃    金 

第１節    基 本 給 

（基本給） 

基本給は、年齢、勤続、並びに勤務・業務実績、技術・能力等に応じて支給し、所定労働時間

内の勤務における基本となる賃金である。 

２ 前項の基本給は、月額制とする。 

（賃金の見直し） 

本会は勤務・業務実績等を考慮して、毎年４月に賃金の見直し（昇給または降給）を実施する。

ただし、次に該当する場合は見直しを行わない場合がある。 

(1) 正職員として入社または登用されてから在籍期間が１年未満の者 

(2) 本人の勤務・業務実績を本会が考慮して、据え置きが妥当と判断した場合 

（特別昇給および特別調整） 

前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は特別昇給または特別調整を行うこと

がある。 

(1) 業務実績が特に優秀であると認めた者 

(2) 中途採用者等で調整する必要のある者 

(3) その他、特に本会が必要と認めた者 

（中途採用者の賃金決定） 

中途採用者の賃金は、その与えられる職務および職務能力等に応じて定める。 

２ 採用時に期待した職務能力がなく、または期待した業務実績をあげられなかった場合は、その

賃金を減額見直しすることがある。 
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第２節    手    当 

（扶養手当） 

次に定める健康保険法上の被扶養者を有する正職員に対して、扶養手当を支給する。 

２ 扶養手当の支給は、次の各号に定める者であって 、他に生計の途がなく、主として 

職員の扶養を受けているものについて行うものとする。 

  （１）60 歳未満の配偶者（事実上の配偶者であるものを含む） 5,000 円 

  （２）18 歳に達した年度末（3 月 31 日）までの子 10,000 円 

（時間外勤務手当） 

時間外勤務手当は、正職員が所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、その勤務に服し

た場合に支給する。 

２ 時間外勤務手当の額は、次のとおりとする。 

(1) 所定労働時間を超えて法定時間以内で勤務する場合は、その勤務１時間につき、１時間当

たりの算定基礎額に１００分の１００を乗じて得た額とする。 

(2) 法定労働時間を超えて勤務する場合は、その勤務１時間につき、１時間当たりの算定基礎

額に１００分の１２５を乗じて得た額とする。 

(3) 前号の法定労働時間を超える労働時間が月６０時間を超えた場合は、その超えた部分に

ついて、前号の「１００分の１２５」を「１００分の１５０」と読み替える。 

（休日勤務手当） 

休日勤務手当は、正職員が休日に勤務することを命じられ、その勤務に服した場合に支給する。 

２ 法定休日に勤務した場合、休日勤務手当の額はその勤務１時間につき、１時間当たりの算定基

礎額に１００分の１３５を乗じて得た額とする。 

３ 法定外休日（法定休日以外の休日）に週法定労働時間を超えて勤務した場合、休日勤務手当の

額はその勤務１時間につき、１時間当たりの算定基礎額に１００分の１２５を乗じて得た額とす

る。 

（深夜勤務手当） 

深夜勤務手当は、正職員が午後１０時から午前５時までの間に勤務した場合に支給する。 

２ 深夜勤務手当の額は、その勤務１時間につき、１時間当たりの算定基礎額に１００分の２５を

乗じて得た額とする。 

（通勤手当） 

通勤手当は、通勤に要する費用を補助する目的で支給する。通勤の経路は本会が認める最も経

済的コースで計算支給する。 

２ 通勤距離の片道が２ｋｍ未満の場合は、通勤手段にかかわらず支給しない。また社有車により

通勤する者、徒歩または自転車により通勤する者にも本条手当を支給しない。 

３ 公共交通機関を利用する場合は、3 か月分の定期代相当額を原則とし、月額支給はその３分の
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１とする。 

４ 自家用車または自家用バイクで通勤する場合は、本会で認める通勤距離に基づき次により算定、

支給する。 

本会の定める単価（円）×通勤距離（km）×月平均所定労働日数 

５ 自家用車および自家用バイクで通勤する場合は、当該車両等に対人対物無制限の自動車保険に

加入することを義務づける。また、本会の求めに応じて自動車保険証券の写しおよび運転免許証

の写しを本会に提出しなければならない。 

６ 上限額は原則として月額３０，０００円とする。 

７ 賃金計算期間の通勤日数が所定労働日数の半分に満たないとき、月の所定労働日数で日割り計

算を行う。実出勤が賃金計算期間中に 1 日もなかった場合、通勤手当は支給しない。 

 

第 3 章  賞   与 

（賞与） 

賞与は本会の営業成績に応じ、正職員の勤務成績に基づいて毎年７月および１２月に支給する。

ただし、本会の業績が悪化した場合は、支給日を変更し、または支給できないことがある。 

２ 賞与の支給日はその都度本会が決定する。 

（受給資格） 

賞与は支給日に在籍し、かつ第２４条に定める支給算定期間の全期間に正職員として勤務した

者に限り支給するものとし、次の者には支給しない。 

(1) 賞与支給算定期間中に出勤停止以上の処分を受けた者 

(2) 出勤日数が支給対象期間中の所定労働日数の８割に満たない者 

※８割以上出勤した者は次の計算式による 

所定日数勤務した場合の賞与の額×（出勤日数÷対象期間の所定労働日数） 

(3) その他本会が賞与を支給することについて適当でないと認めた者 

（賞与の個人配分方法） 

賞与の個人配分額は、本会の業績および正職員の勤務成績、勤務態度を考慮して決定する。た

だし、本人が近く退職する場合で、その退職が円満退社であると本会が認めない場合は、金額を

減額することがある。 

（支給算定期間） 

賞与の支給算定期間は次のとおりとする。 

(1) ７月賞与    １２月１日～５月３１日 

(2) １２月賞与   ６月１日～１１月３０日 
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第４章  雑   則 

（手当の支給、変更、停止） 

賃金計算期間の途中において、手当の支給またはその額を変更すべき事由が発生した場合には、

その事実の生じた日の属する賃金計算期間の次の賃金計算期間から当該手当を支給し、またはそ

の額を変更する。 

２ 手当支給の変更事由が生じたにもかかわらず、本会への報告が遅れた場合は、下記のとおりと

する。 

(1) 減額または不支給となる事由の報告が遅れた場合 

 変更事由が生じた時期に遡って再計算し、その過払いとなっている金額を徴収する。 

(2) 増額または新たに支給となる事由の報告が遅れた場合 

 過去の利益は放棄したものとみなして、報告のあった次の賃金計算期間より、増額また支

給の開始をする。 

（賃金等の返還） 

虚偽の届け出、怠慢等により不正に支給を受けた者は、すでに支給を受けた賃金のうち不当な

部分、または賃金計算の結果、過払いが生じた場合は速やかに返還するものとする。不当利得に

ついて、判明後に賃金の支給がある場合は、本会はその支給額より控除を行うことがある。 

 

付  則 

（付則） 

本規程は、令和７年 4月 1 日から施行する。 

２ この規程は、社会情勢の変化、業務上の必要などにより改訂することがある。 

３ この規程の改訂は、正職員を代表する者の意見を聞いてこれを行う 

 

 

 


